
フリーランス・事業者間取引適正化等法について

（就業環境の整備）

愛媛労働局 雇用環境・均等室
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就業環境の整備

第１２条 募集情報の的確表示

第１３条 育児介護等と業務の両立に対する配慮

第１４条 ハラスメント対策に係る体制整備

第１６条 中途解除等の事前予告・理由開示

６か月以上
の業務委託

６か月以上
の業務委託
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募集情報の的確表示義務（第１２条）

発注事業者は、広告等によりフリーランスを募集する際は、その情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、

正確かつ最新の内容に保たなければなりません

広告等により広く提供される募集情報

特定の1人に打診する場合には

的確表示義務の対象外

的確表示義務の対象となる項目

1. 業務の内容

2. 業務に従事する場所・期間・時間に関する事項

3. 報酬に関する事項

4. 契約の解除・不更新に関する事項

5. フリーランスの募集を行うものに関する事項

記載しなければならない情報

1. フリーランスの募集を行う者の氏名または名称

2. 住所

3. 連絡先

4. 業務の内容

5. 業務に従事する場所

6. 報酬

令和６年

12/18
より
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フリーランス
からの

申出
把握

配慮不実施

伝達
理由説明

検討

配慮

伝達
実施

育児介護等の配慮に関する

発注事業者への申出

申出内容を十分に

把握することが必要

フリーランスが妊娠、出産、育児または介護

（育児介護等）と業務を両立できるよう

必要な配慮をしなければなりません

フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう

必要な配慮をするよう努めなければなりません

フ リ ー ラ ン ス の 希 望 す る

配慮や取り得る対応を

十分に検討

6か月以上
業務委託

6か月未満
業務委託

やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合

不実施の旨を伝達

その理由について分かりやすく説明

必要に応じて書面の交付や電子メールの送付

申出内容を無視する 配慮について

実施可能か検討しない

オンラインでの業務も

可能です

育児があるのでオンライン

での業務に変更したいです

育児介護等と業務の両立に対する配慮義務 （第１３条） 4



ハラスメント対策に係る体制整備義務 （第１４条）

ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません

フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません

１ ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発

パワハラセクハラ マタハラ

２ 相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

３ 業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

４ あわせて講ずべき措置

性的な言動に対するフリーランスの対応により、

契約の解除等の不利益を受けること

フリーランスの就業環境が不快なものとなり、能

力の発揮に重大な悪影響が生じること

フリーランスが妊娠・出産したこと、つわりなどにより業務を行

えないことなどに関する言動により就業環境が害されるもの

フリーランスが妊娠・出産に関して法第13条の配慮の申出をし

たことなどに関する言動により就業環境が害されるもの

業務委託に関して行われる①取引上の優越的な関係を背景とした言動

であって、②業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲

を超えたものにより、③フリーランスの就業環境が害されるものであり、

①から③までの要素を全て満たすもの

5



愛媛労働局＞各種法令・制度・手続き＞雇用環境・均等関係 法令制度＞ハラスメント関係資料

（https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/harassment.html）

ハラスメント対策に係る体制整備義務 （第１４条）

規定例・対応例
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中途解除等の事前予告・理由開示義務 （第１６条） 事 前 予 告

6か月以上
業務委託

契約の解除または不更新を し よ う と す る 場 合 、例外事由に該当する場合を 除 い て 、

解 除 日 ま た は 契 約 満 了 日 か ら30日前までに そ の 旨 を 予 告 し な け れ ば な り ま せ ん

業 務 委 託 契約満了日
３０日前

1. 災害などのやむを得ない事由により予告が困難な場合

2. フリーランスに再委託している場合で、上流の事業者の契約解除などにより直ちに解除せざるを得ない場合

3. 業務委託の期間が30日以下など短期間である場合

4. フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合

5. 基本契約がある場合で、フリーランスの事情で相当な期間、個別契約が締結されていない場合

例 外 事 由
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中途解除等の事前予告・理由開示義務 （第１６条） 理 由 開 示

書面の交付 ファックス 電子メール等

電子メールのほか、SMSやSNSのメッセージ機能などのうち

送信者が受信者を特定して送信することのできるもの

予 告 が さ れ た 日 か ら 契 約 が 満 了 す る ま で の 間 に 、 フ リ ー ラ ン ス が 解 除 の 理 由 を 発 注 事 業 者 に 請 求 し た 場 合 、 発 注 事 業 者 は 、

例外事由に該当する場合を 除 い て 、 遅 滞 な く 開 示 し な け れ ば な り ま せ ん

例 外 事 由

1 . 第三者の利益を害するおそれがある場合

2 . 他の法令に違反することとなる場合

顧 客 か ら の ク レ ー ム に 基 づ き 解 約 し た こ と を 告 げ た 場 合 に 、 当 該 理 由 を 開 示 す る と 顧 客 へ の 報 復 の 蓋 然 性 が 高 い と 認 め ら れ る 場 合 な ど

法 律 上 、 守 秘 義 務 が 課 さ れ て い る 事 業 等 を 営 む 特 定 業 務 委 託 事 業 者 が 、 解 除 の 理 由 を 開 示 す る こ と で 法 違 反 と な る 場 合 な ど
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終期始期ケース

業務委託に係る契約が終了する日まで

（給付受領予定日と契約終了日の遅い日）
業務委託契約を締結した日から

単一の業務委託

の場合

基本契約が終了する日まで基本契約を締結した日から
単一の基本契約

を締結している場合

最後の業務委託等の終期まで最初の業務委託等の始期から
契約の更新

で継続して行う場合

６か月以上の業務委託 育児介護等と業務の両立に対する配慮 中途解除の事前予告・理由開示１か月以上の業務委託 ７つの禁止行為

業務委託期間の考え方 9



単一の業務委託

の場合

単一の基本契約

を締結している場合

契約の更新

で継続して行う場合

業務委託

4/1 業務委託した日 給付受領予定日or契約終了日 9/30

基本契約

空白期間
（1か月未満）

業務委託① 業務委託②

4/1 6/30 7/20 9/30

4/1 基本契約締結した日 基本契約が終了する日 9/30

最後の業務委託の終期 9/304/1 最初の業務委託の始期

（例） ６か月以上の業務委託

業務委託期間の考え方

個別契約 個別契約
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指導・助言

勧告

命令・公表

調査申出

行政機関は、その申出の内容に応じて、

報告徴収・立入検査といった調査を実施

発注事業者に対して指導・助言のほか、勧

告を行い、勧告に従わない場合には命令・

公表をすることができる。

＊命令違反には50万円以下の罰金

フリーランスは、公正取引委員会、中小企業庁、

厚生労働省に対して、発注事業者に本法違反

と思われる行為があった場合には、その旨を

申し出ることができる。

発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に

契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません

違反行為への対応 11



問い合わせ先

取引の適正化に関するもの

中 小 企 業 庁

四国経済産業局

産業部中小企業課

取引適正化推進室
〒760-8512

高松市サンポート3-33 

高松サンポート合同庁舎北館

087-811-8564（直）

（管轄区域：

徳島県、香川県、愛媛県、高知県)

就業環境の整備に関するもの

愛媛労働局

雇用環境・均等室

〒790-8538

松山市若草町４番地３ 松山若草合同庁舎６階

089-935-5222

公 正 取 引 委員 会

近畿中国四国事務所

四国支所

〒760-8512

高松市サンポート3-33 

高松サンポート合同庁舎南館

087-811-1754

（管轄区域：

徳島県、香川県、愛媛県、高知県)

内閣官房 公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省

関係省庁委のHPでは詳しい資料、最新の情報を提供しています。

ぜひご利用ください。
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